
　狭山丘陵では二十数年前、ペットが野生化したと思われる「キタリス」の生息が確認されました。その後
キタリスは特定外来生物に指定され、環境省では在来種ニホンリスとの交雑や他の動植物へ悪影響を防ぐた
めに関係者のご協力をいただきながら捕獲を進め、現在、捕り逃しがないかの確認を行っています。
　狭山丘陵やその周辺の地域で、リス（在来種・外来種問わず）やその痕跡を見かけましたら、下記までお
知らせください。

環境省　関東地方環境事務所　野生生物課
住所：〒330-9720　さいたま市中央区新都心 1-1　さいたま新都心合同庁舎１号館６階
TEL：048-600-0817　FAX：048-600-0521　E-mail：GAIRAI-KANTO@env.go.jp
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